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「まん延防止等重点措置」解除を踏まえた教育活動について 
 

日頃より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 
この度，京都府全域を対象とする「まん延防止等重点措置」が，令和３年７月１１日（日）をもって解除され

ました。しかしながら，大阪府では，「まん延防止等重点措置」が延長され，東京都では，４回目の「緊急事態
宣言」が発令されるなど，感染防止対策への姿勢を緩めることなく取り組まなければならない状況です。 

学校では，重点措置解除により，制約を緩めることはせず，１学期中は，引き続き，前回のお知らせと同様の
対応をしていきます。学校施設開放につきましては，終了時刻が２１：００までとなりました。 

下記の通りとなります。京都市の感染防止啓発チラシの内容とあわせてご覧ください。 
 
早いもので，夏休みまで，あと１週間となりました。個人懇談会（希望制）も始まりました。お忙しい中とは思

いますが，ご協力よろしくお願いいたします。 
各ご家庭内におかれましても，引き続き感染症対策にご留意いただき，健康観察の徹底をお願いいたしま

す。  

記 

〇各教科等の活動について 
  引き続き，感染症対策を講じながら取り組んでまいります。ただし，密集する活動や合唱や管楽器合奏，至

近距離での活動，大声を出す活動などは一定の距離を保つ，同じ方向を向く，回数や時間を絞る等，慎重に

対応していくこととします。 

  

〇学校施設利用について 
引き続き，児童下校後の開放となります。（１学期中）１６時３０分から２１時の間での利用となります。 

PTA の個別の作業などは，行っていただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊具体的な感染防止対策について，裏面もご覧ください 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


